
１　負担金の予算決算等について

負担金の名称

負担金の金額

２　負担金の交付先について

所在

３　負担金の対象となる事業等について

事業実績
（具体的な手法）

負担金を交付して
市が得たメリット

交付先の状況

事務局の体制等
契約、支出
決裁の方法

消防情報管理事業、会報等発行事業、総会等運営事業、事業推進委員会事業、研修等事業、表彰事業

消防情報管理システムや毎月発行される会報により全国の消防情報の収集ができるとともに、直面する問題等の検討や国への財政支援要望ができるなどメリットが大きい。

事業資金等の保管方法 金融機関へ預け入れ、通帳と印鑑は管理責任者が保管

事業内容
（事業の全体像）

消防情報の交換、消防制度の改善、消防財政の確立、予防行政の推進、危険物行政の推進、警防技術の改善、消防機械及び技術の総合的研究、消防通信の改善、消防職員
の教育訓練及び処遇改善、救急体制の整備、消防広報・防災体制の推進、大規模災害時の消防体制の整備、国際消防救助の推進、組合消防の充実、研修会・研究会等の開
催、表彰等

（犬山市の役割） 消防情報管理システムへの情報提供、総会参加、研修参加、表彰受章等

（事務局が市である場合）
市のルールに準じているか？

完全準拠でない
場合の内容等

（事務局が市でない場合）
具体的に記述

東京都、公益財団法人に準ずる
証拠書類
の有無

有

所在 東京都千代田区麹町1-6-2 麹町一丁目ビル5階 代表者 東京消防庁消防総監

事業資金の管理責任者 事務局次長 事業資金の管理者 財務課長

東京都千代田区麹町
1-6-2 麹町一丁目ビ
ル5階

構成団体 全国消防本部の消防長で構成

設置の根拠
全国消防長の融和協調を図り、消防の情報を交換して 採長補短するとともに、消防制度、技術等の総合的研究を行い、 共通する問題の解決のため相
協力し、日本消防の健全な発展に寄与することを目的

意思決定の方法 総会、役員会、常任理事会

名称 全国消防長会 （法人格の有無） 無 代表者
東京消防庁消
防総監

決算額 164,700 円 前年度決算額 164,700 円予算額 164,700 円 当初交付額 164,700 円

負担金検証調書【令和４年度交付分】

全国消防長会負担金 市の担当部課 消防本部消防総務課 問い合わせ先 ６５－３１２１



４　負担金の交付先における収支等について

合計 196,419,586 円

積算がない場合
の特記事項

交付先における
支出の状況

項目

217,182,000 円

円予備費 予備費2,000,000円 2,000,000 円 予備費０円 0

円

敷金保証金支
出

敷金保証金支出948,000円 948,000 円 敷金保証金支出947,344円 947,344 円

特定資産積立
支出

退職給付引当資産積立支
出　2,043,000円 2,043,000 円

退職給付引当資産積立支
出　2,042,038円 2,042,038

円
金額に応じた業者数で見積合わせ
リース、印刷業者等

管理費
人件費45,803,000円
事務管理費34,490,000円
連絡費13,507,000円

93,800,000 円
人件費45,146,627円
事務管理費31,832,299円
連絡費12,617,828円

89,596,754 円 事務員３人、研修生

事業費
消防情報管理事業費18,624,000円
会報等発行事業費1,555,000円
総会等運営事業費18,749,000円等

118,391,000 円
消防情報管理事業費15,298,700円
会報等発行事業費14,651,395円
総会等運営事業費17,115,693円等

103,833,450

交付先における収入の状況（精算前の額） 会費収入170,710,700円、分担金収入1,000,000円、雑収入1,283,629円、特定資産取崩収入4,796,000円、前期繰越収支差額41,742,521円

予算（当初支出時の想定） 決算（実績）

積算等 金額 積算等 金額 契約の方法、相手方等

余剰額 23,113,264 円

構成員の負担割合（根拠）
平等割　市：27,000円
定員割　定員1人当たり130円（103人）
人口割　5万人以上10万人未満の市町　124,400円

余剰額が発生した場合の取扱い 翌年度へ繰越 繰越額 23,113,264 円

精算後の負担金の額 164,700 円

負担金の対象となる全体事業費（精算がある場合は精算前の額） 収入額 219,532,850 円 支出額 196,419,586 円

犬山市負担金額（当初支出額） 164,700 円 精算の有無 無 精算（返還）額 0 円


